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各      位 

 

会 社 名 株式会社ディースリー・パブリッシャー 

代表者名  代表取締役社長 伊藤 裕二 

（登録銘柄 コード番号 ４３１１） 

問合せ先  取締役管理部部長 小澤 政太郎  

（TEL．０３－５７８６－１３７１） 

 
ストックオプション（新株予約権）の発行内容等の 

変更及び決定に関するお知らせ 
 

 平成 15 年２月 28 日開催の取締役会において決定したストックオプションの実施を目的として発行

する新株予約権について、平成 15年３月３日の取締役会において発行内容の一部を変更するとともに、

権利行使時における払込価額等が下記のとおり確定いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 新株予約権の発行日           平成 15年３月３日 

２． 新株予約権の発行数           594個 

                      （新株予約権１個につき当社普通株式１株） 

３． 新株予約権の発行価額          無償 

４． 新株予約権の目的たる株式の種類及び数  当社普通株式 594株 

５． 新株予約権の行使に際して払込をなすべ  168,210円 

き金額 

６． 新株予約権の行使により発行または移転  99,916,740円 

  される当社普通株式の総額 

７． 新株予約権の権利行使期間        平成 17年２月１日から平成 22年１月 29日まで 

８． 新株予約権の行使により新たに当社普通  株式１株あたり 84,105円 

  株式を発行する場合における当該株式の  １株当たりの発行価格に 0.5を乗じた金額とし、計 

  発行価額中資本に組入れる額       算の結果１円未満の端数を生じる場合は、その端数

を切り上げた金額とする。 

９． 新株予約権の割当の対象となる者     当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員 

30名、開発委託契約を締結している開発会社 16社 

 

 

【ご参考】 

（１）株主総会付議のための取締役会決議日   平成 15年１月 10日 

（２）株主総会の決議日            平成 15年１月 30日 

 

以  上 
 
 

 



【注意】 
本資料に記載されている情報が証券取引法第 166条第 2項に定められた「重要事実」に該当
する場合であって、公開後 12時間が経過する時点（日本時間 2003年 3月 4日午前 5時頃。
これを公表時点といいます。以下同じ。）までに本資料を読まれた方、およびその方の会社の

他の役員・従業員で職務に関して本資料の内容を知らされた方は、証券取引法第 166 条第 3
項および同法施行令第 30条の規定により、インサイダー規制に関する「第一次情報受領者」
とされる可能性があります。 「第一次情報受領者」は、上記公開時点までの間に当社の株券
等の売買を行なうことは禁止されておりますのでご注意ください。 
 


